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午前九時〇〇分開会

午前九時〇〇分開議

○議長（谷重幸君） おはようございます。ただいまの出席議員数は１０人です。定足数

に達していますので、令和３年美浜町議会第１回定例会を開会します。

これから、本日の会議を開きます。

本日の日程は、お手元に配付のとおりです。

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員に、会議規則第１２６条の規定によって、７番 谷進介議員、８番 森

本議員を指名します。

日程第２ 会期決定の件を議題にします。

事務局長から別紙会期予定表を説明します。

○事務局長（井田時夫君） 説明します。

令和３年美浜町議会第１回定例会会期予定表。

３月５日、金曜日、本会議。１番、会議録署名議員の指名、２番、会期の決定、３番、

諸報告、４番、令和３年度施政方針並びに全議案の提案理由説明。散会後、各常任委員会

を開きます。

６日土曜日、７日日曜日、休会。閉庁でございます。

８日月曜日、休会。なお、この日は一般質問の通告締切りとなっておりまして、午前１１

時が締切り時間でございます。

９日火曜日、休会。

１０日水曜日、休会。

１１日木曜日、休会。

１２日金曜日、休会。

１３日土曜日、１４日日曜日、休会。閉庁でございます。

１５日月曜日、本会議、一般質問。

１６日火曜日、本会議、一般質問。散会後、全員協議会を開きます。協議事項は、一部

事務組合の令和３年度予算についてです。

１７日水曜日、本会議、議案審議。

１８日木曜日、本会議、議案審議。

１９日金曜日、本会議、議案審議。

以上です。

○議長（谷重幸君） お諮りします。

本定例会の会期は、事務局長説明のとおり、本日から３月１９日までの１５日間にした

いと思います。

ご異議ありませんか。

○議員 「異議なし」
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○議長（谷重幸君） 「異議なし」と認めます。したがって、会期は本日から３月１９日

までの１５日間に決定しました。

日程第３ 諸報告を行います。

本定例会に提出された議案はお手元に配付していますが、事務局長から報告します。

○事務局長（井田時夫君） 報告します。

議案第１号 美浜町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

議案第２号 美浜町国民健康保険条例の一部を改正する条例について

議案第３号 美浜町介護保険条例の一部を改正する条例について

議案第４号 令和２年度美浜町一般会計補正予算（第１２号）について

議案第５号 令和２年度美浜町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について

議案第６号 令和２年度美浜町介護保険特別会計補正予算（第４号）について

議案第７号 令和２年度美浜町水道事業会計補正予算（第４号）について

議案第８号 令和３年度美浜町一般会計予算について

議案第９号 令和３年度美浜町国民健康保険特別会計予算について

議案第１０号 令和３年度美浜町農業集落排水事業特別会計予算について

議案第１１号 令和３年度美浜町公共下水道事業特別会計予算について

議案第１２号 令和３年度美浜町介護保険特別会計予算について

議案第１３号 令和３年度美浜町後期高齢者医療特別会計予算について

議案第１４号 令和３年度美浜町水道事業会計予算について

議案第１５号 美浜町カナダミュージアムの指定管理者の指定について

議案第１６号 美浜町アメリカ村ゲストハウスの指定管理者の指定について

議案第１７号 美浜町アメリカ村レストランの指定管理者の指定について

議案第１８号 美浜町産品コーナーの指定管理者の指定について

議案第１９号 美浜町多目的室の指定管理者の指定について

諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

以上です。

○議長（谷重幸君） 町長提出議案は以上です。

本日までに受理した請願書は、お手元に配付しました文書表のとおりです。

請願第１号は、文教厚生常任委員会にその審査を付託します。

次に、議員派遣の件についての派遣結果の報告については、お手元に配付のとおりです。

次に、地方自治法第１２１条の規定によって、本定例会に説明員として出席通知のあり

ました者の職、氏名を一覧表としてお手元に配付しています。

これで諸報告を終わります。

日程第４ 令和３年度施政方針並びに全議案の提案理由説明を求めます。町長。

○町長（籔内美和子君） おはようございます。

早いもので、私が町長に就任しまして１期目の任期半分が経過し、折り返しとなりまし
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た。

２年目は、新型コロナウイルス感染拡大により、緊急事態宣言が発令され、学校の休業、

各施設の閉鎖、様々な行事やイベントが中止や延期となり、住民の皆様にご迷惑をおかけ

することになりました。

改めまして、住民の皆様や議員の皆様、職員の皆様にご協力とご尽力をいただきました

ことに御礼を申し上げたいと思います。

また、ふるさと納税では、１０億円を超えるご寄附を頂戴いたしました。多くの自治体

の中から当町を選んでくださった全国各地の皆様に心より感謝申し上げますとともに、休

みを返上し、また、通常業務終了後も毎日遅くまで頑張ってくれた職員の皆様にも感謝い

たします。今後におきましても、ふるさと納税に力を入れてまいりますので、皆様のご協

力をお願いいたします。

さて、この２年間は、私のスローガンである「強く」「優しく」「美しい」まち美浜を

３つの柱に掲げ、一人の犠牲者も出さない災害に「強い」町づくり、「子育て、高齢者の

暮らしを応援する「優しい」まちへ、煙樹ヶ浜などの「美しい」まちを守り、住民の健康

や産業振興の実現に向け取り組んでまいりました。

所信表明で申し上げた、一人の犠牲者も出さない災害に「強い」町づくりにつきまして

は、防災行政無線のデジタル化改修工事や田井畑地区津波避難タワーが完成し、また、今

年度からは、上田井地区北側の津波避難施設整備工事に着手いたします。次に計画してい

ます上田井地区南側の津波避難施設が完了すれば、南海トラフ巨大地震津波避難に関する

整備計画に基づくハード整備は一段落すると考えてございます。ソフト面につきましては、

地域防災計画の改訂、自主防災会運営の充実、小中学校の防災教育に取り組んでございま

す。

先日、浜ノ瀬地区自主防災会で、防災企画課職員も協力し、運動不足解消の目的も兼ね、

避難場所を身近に感じてもらえるような取組として、浜ノ瀬地区２か所の津波避難タワー、

松原高台、田井畑地区津波避難タワーを巡る防災散歩を実施いたしました。こういう取組

が各地区で広がっていければと思っているところでございます。浜ノ瀬高波対策におきま

しては、議会のご協力を得て、県や国に要望活動を実施し、前へと進めていただいている

ところでございます。

次に、子育て、高齢者の暮らしを応援する「優しい」まちへにつきましては、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のため、幼児や高齢者が集う多世代交流はできていませんが、コ

ロナが収束し、早く実施できるようになればと思っているところでございます。

お買物サロンは、社会福祉協議会において、現在希望のある２地区を中心に、毎月１回

ずつ進めていただいております。

また、子育て支援では、１８歳まで子ども医療費の無料化、新生児聴覚検査への助成、

赤ちゃん誕生祝金、子育て世代包括支援センターの開設、産後ケア事業や２歳児健診時の

フッ素塗布、両小学校のフッ化物洗口を実施してございます。
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手話言語条例の制定にも取り組み、職員も手話の研修に参加し、広報での啓発にも取り

組んでございます。

次に、煙樹ヶ浜などの「美しい」まちを守り、住民の健康や産業振興につきましては、

美浜の松を守るため、松くい虫防除事業による薬剤地上散布、特別伐倒駆除、樹幹注入な

どを継続して実施しています。

また、各種産業の持続的、成長的な発展につながる施策として、次世代野菜花き産地パ

ワーアップ事業補助金や農業・漁業関連施設改修への補助、中小企業・小規模企業振興補

助金などを行ってきているところでございます。

西川河川改修事業におきましては、議会や関係団体の皆様のご協力により要望活動を実

施し、毎年１０億円程度の予算を計上していただき、どんどん前に進んでいるところでご

ざいます。

道路網の整備につきましては、西川の河川整備に伴う寺田橋の架け替えや、通学路の安

全対策として、町道吉原宮前線の拡幅改良工事を実施いたしました。

そのほか、職員に対しましては、年に１回個人面談を実施し、仕事についての悩み事な

ど、何でも話せる環境をつくっているところでございます。

以上、２年間で公約の全てとまではいきませんが、前へ前へと進められたことは、議員

の皆様のご理解、ご協力と、職員の皆様が一生懸命に取り組んでいただいた成果でござい

ます。この２年間、全ての皆様にありがとうございましたとお礼を申し上げます。

さて、町の最上位計画である第６次長期総合計画も令和３年度が初年度となります。折

り返しは、この計画に基づいて行政を進めてまいりたいと考えているところでございます。

では、令和３年度に実施いたします主な施策について、長期総合計画の６つの分野の目

標に沿ってご説明申し上げます。

１つ目の分野目標、安心・安全で美しい生活環境のまちについてでございます。

１点目の消防・防災につきましては、消防体制は、日高広域消防事務組合と美浜町消防

団によって構成され、互いに連携しながら地域消防・防災に努めているところでございま

す。今年度におきましても、女性消防団員を募集し、火災予防の啓発や応急手当の指導、

災害時の避難誘導など、後方支援を行っていただきたいと考えてございます。

防災対策につきましては、南海トラフ巨大地震に伴う津波対策として、上田井地区への

津波避難施設の整備や各一時避難所の備蓄品の充実、地震対策として、住宅耐震化の推進、

各地区自主防災会への運営補助、古家解体支援事業やブロック塀の撤去・改善など、引き

続き実施してまいります。

治山・治水対策では、町管理のため池の決壊防止対策として、今年度はため池の劣化状

況評価等委託業務を行います。

２点目の交通安全・防犯・消費生活でございますが、交通安全対策につきましては、御

坊警察署や交通安全協会美浜分会、交通指導員会等と連携し、交通安全教育や啓発活動の

推進、カーブミラー等の交通安全施設の整備に努めてまいります。また、乳幼児の安全性
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を高めるため、チャイルドシートの購入に対し補助を行っていきます。

防犯対策につきましては、犯罪の起こりにくい環境づくりに向け、必要に応じて防犯灯

などの設置、改修に努めてまいります。

消費生活につきましては、１市６町で設置しています日高地域消費生活相談窓口を活用

し、相談業務を実施するとともに、啓発講座をいきいきサロン等、各地区で実施してまい

ります。また、消費者被害防止のため、啓発物資の配布、毎月の広報に消費者対策の記事

を掲載していきたいと考えてございます。

３点目の環境保全につきましては、町内一斉清掃などの町民の環境美化運動の促進、環

境保全に関する広報・啓発活動の推進、さらには、美浜町温暖化防止アクションプランに

基づく公共施設等における温室効果ガスの排出削減などに努めてきました。今年度におき

ましても、西川、和田川の水質分析や、地球温暖化対策実行計画点検・評価業務を実施し

てまいります。

４点目の煙樹ヶ浜の松林でございますが、松くい虫による松枯れ被害の減少に向け、薬

剤の地上散布や樹幹注入、枯れ松の伐倒駆除等の防除事業を実施するほか、松林全体の環

境・景観保全に向け、下草刈りや風倒木の除去、生活支障木の伐採等を行ってまいります。

この美しい自然を守り、後世に受け継ぐことが私たちの使命であると思っております。

５点目の廃棄物処理につきましては、当町のごみは、御坊広域清掃センターにおいて広

域的に処理及びリサイクル等を行い、し尿の処理については、御坊クリーンセンターにお

いて広域的に行っているところでございます。今年度は、ごみ焼却施設の改良工事に伴い、

負担金が大幅に増加しています。

ごみの不法投棄の防止については、関係機関と連携し、監視・指導体制の強化を図り、

監視カメラを有効に活用し、不法投棄の防止に努めてまいります。

６点目の上下水道でございますが、上水道については、日高川からの取水口である若野

頭首工の改良工事への負担金を継続し、安定的な水源確保に努めてまいります。

下水道については、持続可能な下水道事業の運営に向け、公営企業会計への移行を円滑

に進めてまいります。また、引き続き合併浄化槽の設置を促進してまいります。

２つ目の分野目標、人に優しい健康・福祉のまちについてでございます。

１点目の健康支援につきましては、まず、新型コロナウイルスのワクチン接種について

でございますが、関係機関と連携し、正しい知識の普及・啓発に努めるとともに、担当課

だけではなく全職員一丸となって実施してまいります。

各種健診については、受診率の向上に努めるとともに、健診後の指導等を積極的に実施

し、疾病予防及び重症化予防に努めていきます。

なお、高齢者のインフルエンザ予防接種の自己負担については、１，５００円から１千

円に引下げを行います。

母子保健につきましては、子育て世代包括支援センターを拠点とした乳幼児健康診査を

はじめ、育児に関する健康教育や相談など、関係機関と連携し、母子保健事業の充実を図
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ってまいります。

健康づくり活動としまして、町民の健康管理意識の啓発を行いながら、いきいき百歳体

操をはじめとする町民主体の健康づくり活動を推進してまいります。

２点目の高齢者支援でございますが、地域包括ケアシステムの構築や生活支援体制整備

としての生活支援サービスの充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりの

一環として、役場庁舎内関係課４課を含む１６の関係機関が連携する美浜町権利擁護推進

協議会を形成し、認知症、知的障害、精神障害等により、財産の管理または日常生活等に

支障がある方を社会全体で支え合うため、成年後見制度や虐待、消費者被害等の総合相談

窓口となる中核機関としての役割を担うようにいたします。

認知症施策につきましては、家族介護者の交流会を月１回開催し、介護者だけでなく認

知症の方も参加して交流ができる居場所づくりを引き続き実施してまいります。

また、高齢者の保健事業と介護予防の一体化につきましては、令和４年度からの実施に

向け準備を進めてまいります。

高齢者外出支援につきましては、対象者を拡充し、７５歳以上のみで構成される世帯、

７０歳以上で自動車運転免許証を自主返納した方といたします。また、高齢者の安全・安

心な暮らしを守るため、救急医療情報キットの配布を実施してまいります。

３点目の障害者支援につきましては、障害者が安心して地域生活を継続できるよう、広

域的な連携の下、居宅介護をはじめ、居宅での生活や日中の活動等を支援する各種障害福

祉サービスの提供体制の充実を促進するほか、各種手当の支給や医療費の助成などの経済

的支援を行ってまいります。また、訓練サービスの提供体制の充実をはじめ、障害者の就

労を支援してまいります。

今年度からは、地域生活支援拠点事業としまして、障害のある方の重度化、高齢化や親

亡き後を見据え、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、様々な支援を切れ目なく提供

できる体制を１市５町で構築してまいります。

４点目の子育て支援でございますが、子育て支援体制の充実としまして、保育サービス

や学童保育の充実、子育てに関する相談、情報提供等を行う地域子育て支援拠点事業の推

進、一時預かり事業の推進など、各種の子育て支援サービスの充実を図ってございます。

さらに、子育て世帯の需要に応じたひまわりこども園の受入れ枠の見直しを行ってまいり

ます。

また、ひとり親家庭や障害児の自立支援に向けた取組の推進、児童虐待防止対策の充実

など、支援が必要な親子も含め、全ての親子に対する支援を実施していきます。

今年度におきましても、１８歳まで子ども医療費の無料化、不妊治療に対する助成、赤

ちゃん誕生祝金、産後ケア事業、新生児の聴覚検査なども実施していきます。

５点目の地域福祉につきましては、社会福祉協議会が町民の福祉意識の啓発やボランテ

ィアの発掘・育成、地域における福祉体制づくりを行っているほか、民生委員、児童委員

や各種団体等が地域に密着した活動を行っています。
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今後におきましても、地域福祉を総合的、計画的に進めるため、美浜町地域福祉計画に

基づき、地域におけるつながりづくりを一層強化し、より多くの主体の地域福祉活動への

参画を促し、ボランティアの育成など地域全体で支え合い、助け合う地域共生社会をつく

り上げていきたいと考えてございます。

３つ目の分野目標、発展を支える生活基盤が整ったまちについてでございます。

１点目の土地利用につきましては、町土の保全と土地利用の高度化に資するため、平成

９年度から実施してきました地籍調査事業は、地籍調査推進委員をはじめ住民の皆様方の

ご協力によりまして、令和２年度に全て完了したところでございます。

今年度におきましては、令和２年度末に策定となります個別施設計画により、光荘や柔

剣道場の解体を実施することになってございます。柔剣道場の土地については、町有地で

あるため、今後、売却も含め検討していきたいと考えてございます。

２点目の道路でございますが、住民の日常生活や地域の産業・経済活動、人々の交流を

支える重要な社会基盤でございます。当町の道路網は県道４路線と町道４０５路線によっ

て構成されており、これまで県道の整備を促進するとともに、町道の計画的な整備を進め

てきてございます。

今年度におきましても、安心・安全・便利な道路網の形成に向け、各地区からの要望を

踏まえつつ、町道の整備、維持補修を計画的、効率的に進めてまいります。また、橋梁に

つきましても、寺田橋の架け替え、橋梁定期点検を実施してまいります。

３点目の情報化・技術革新につきましては、国におきまして、本年９月１日にデジタル

庁を設置する予定となっており、行政システムの標準化やマイナンバーカードの普及促進

等を行うと言われております。今後の国の動向に注視し、国からの方針等を踏まえ、その

都度対応を協議していきたいと考えてございます。

また、今年度におきましても、職員に対して、情報セキュリティー研修を実施してまい

ります。

４点目の住宅環境、定住・移住でございますが、快適で安心・安全な住宅・住環境の確

保は、人々が豊かな暮らしを営むための基本であり、定住・移住を促進する最も重要な要

素であると考えております。

町営住宅につきましては、和田Ｂ・Ｃ団地は、予防保全的な修繕等を行い長寿命化を図

っていきますが、和田大浜団地は、現在新規の募集を停止しており、将来的には用途廃止、

解体を行う予定でございます。

定住・移住促進施策につきましては、県のわかやま空き家バンクに参加し、空き家情報

の収集と提供に努めているほか、耐震改修補助事業により、古家の現地建て替えを促進し

ており、これらの事業も実施してまいります。

４つ目の分野目標、人を育む教育・文化のまちについてでございます。

１点目の学校教育につきましては、子どもたちが心身ともにたくましく育ち、明日を担

う人材として成長していく上で、学校教育の果たす役割は極めて大きなものがあります。
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ひまわりこども園、小学校、中学校の連携強化、指導体制の充実の下、生きる力を育むた

めの教育内容の充実を図ってまいります。特に、社会環境の変化や当町の特性、課題等を

踏まえ、ひまわりこども園での英語教育の実施、プログラミング教育などのＩＣＴ教育の

推進、基礎学力の定着と思考力、判断力、表現力の育成、まちの豊かな自然や農・水産業、

人材などの教育資源を生かした特色ある教育の充実などに努めてまいります。

また、コミュニティ・スクールの取組につきましては、町民への周知や取組を支える人

材の確保、育成等を進め、一層の充実を図ってまいります。

２点目の社会教育でございますが、全ての人々が生涯にわたってあらゆる機会にあらゆ

る場所において学習することができる生涯学習社会の形成が求められており、町民の幅広

い学習ニーズに応えるため、公民館や図書館を拠点に様々な講座、教室等を開催している

ところでございます。そのほか、学習情報の提供や社会教育団体の活動支援等も行ってい

るところでございます。

今年度は、社会教育施設の整備といたしまして、中央公民館にスロープを設置するため

の工事を行います。

３点目の文化芸術・文化財につきましては、文化協会が中心となって、公民館等の施設

を利用して文化芸術活動が行われ、これら文化団体の自主的な活動を支援しているほか、

文化協会と連携し、文化展や芸能発表会などの文化事業を開催しているところでございま

す。

今年度は、和歌山県におきまして、紀の国わかやま文化祭２０２１が開催されます。当

町からは、煙樹ヶ浜においてプロジェクションマッピングを実施する予定でございます。

４点目のスポーツでございますが、健康づくりや体力の向上、ストレスの解消に役立つ

だけでなく、爽快感や達成感、他者との連携感など、精神的な充足をもたらすものであり、

生活に欠かせないものでございます。

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響によりスポーツ大会を実施することが

できませんでしたが、例年、体育協会が中心となって多様なスポーツ大会が行われており、

これらスポーツ団体の自主的な活動を支援しているところでございます。

今年度は、スポーツ施設の整備といたしまして、美浜町体育センターの天井改修工事を

行います。

５つ目の分野目標、足腰の強い地域産業のまちについてでございます。

１点目の農業につきましては、主要な地場産業である農業の振興に向け、関係機関・団

体と連携し、農地や農道、用排水施設などの農業生産基盤の整備や担い手の育成、松野菜

のブランド化に向けた取組をはじめ、様々な施策を推進してきたところでございます。

今年度におきましては、次世代野菜花き産地パワーアップ事業を拡充し、低コストハウ

ス等における換気扇や吸気口である電動シャッターの交換に対する補助を行っていきます。

また、町単独工事や農地耕作条件改善事業として、農作業道改良工事なども実施してまい

ります。
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２点目の水産業でございますが、関係機関・団体と連携し、漁港の整備をはじめ、畜養

施設や燃油施設、製氷施設などの各種施設の整備を促進するなど、水産業の維持に向けた

支援などを行ってきたところでございます。

今年度におきましては、三尾漁協資源放流事業として、稚エビの放流、町単独工事によ

る浜ノ瀬係留施設コンクリートかさ上げ工事、三尾漁港海岸漂着物等地域対策推進事業と

して、三尾漁港海岸漂着物処理工事なども実施してまいります。

３点目の商工業につきましては、美浜町商工会と連携しながら、商店個々の経営の安定

化、サービスの向上等を促進していく必要があり、町商工会への補助のほか、商工会館の

屋上防水・外壁改修事業への補助、地場産品活性化事業などを行っていきます。

そのほか、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、町民や事業者の皆様の生活や地

域経済に影響が出ておりますので、みはま応援商品券事業を実施してまいります。

４点目の観光でございますが、煙樹ヶ浜の松林一体をはじめ、その中にある煙樹海岸キ

ャンプ場や吉原公園、西山ピクニック緑地、さらには、地方創生事業などの観光・交流資

源があります。

今年度におきましても、美浜、日高、由良の３町と日高振興局でつくる観光連携プロジ

ェクトチーム「ＰＲＯＪＥＣＴ２４」によるＰＲなどを行っていきます。

また、本年２月には、７市町で官民連携の組織を立ち上げ、一体となって教育旅行等の

誘致を中心とした体験型観光を推進してまいります。

６つ目の分野目標、共に生き、共につくるまちについてでございます。

１点目の人権・男女共同参画につきましては、誰もがお互いの個性や多様性を尊重し支

え合いながら、共に生きる社会の実現が求められているところでございます。広報紙を活

用した人権啓発の推進や人権教育講演会の開催、学校における人権学習の推進など、継続

的に推進してまいります。

また、男女共同参画の重要性を踏まえ、広報紙への「男女共同参画ひとくちメモ」の掲

載など継続してまいります。

２点目のコミュニティでございますが、当町には１２の自治会が組織されており、身近

な地域課題の解決や地域活性化に向けた様々なコミュニティ活動を行っているほか、行政

との連携の下に、自主防災組織として防災活動を行っているところでございます。

今年度におきましても、各地区への助成をはじめ、コミュニティ助成事業、区長会や自

主防災会への補助など継続してまいります。

３点目の町民参画・協働につきましては、広報紙やホームページ、区長会等を通じ、行

政情報の提供や町民意見の反映を行っているところでございます。また、町政おはなし出

張講座を開催し、町民への町づくりに関する学習機会の提供に努めてまいります。

４点目の行財政運営でございますが、令和３年度が初年度となります第８次美浜町行政

改革大綱及び第８次美浜町行政改革実施計画に基づき、さらなる行政改革を計画的に推進

し、効果的、効率的な財政運営に向けた取組を進めていかなければなりません。
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また、財源の確保や財政負担の軽減に向け、ふるさと納税の有効活用や公共施設等の総

合的な管理を進めていき、効率的な行財政運営の推進と町民サービスの向上に取り組んで

まいります。

以上、令和３年度の初めに当たり、町政運営について、私の所信の一端と主な施策の概

要について申し上げました。職員と一丸となって行政運営に精いっぱい取り組む所存でご

ざいます。議員の皆様をはじめ、住民の皆様方のご支援とご協力を改めてお願い申し上げ、

令和３年度の施政方針といたします。

○議長（谷重幸君） しばらく休憩します。

午前九時四十一分休憩

―――・―――

午前九時五十五分再開

○議長（谷重幸君） 再開します。

全議案の提案理由説明を求めます。町長。

○町長（籔内美和子君） 令和３年美浜町議会第１回定例会に当たり提案いたしました議

案１９件、諮問１件につきまして、一括して提案理由を申し上げます。

議案第１号は、美浜町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでございます。

今回の改正は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、同法の規定を

引用して、新型コロナウイルス感染症の定義を行う条例の一部を改正するものでございま

す。

議案第２号は、美浜町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてでございます。

今回の改正は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、同法の規定を

引用して、新型コロナウイルス感染症の定義を行う条例の一部を改正するものでございま

す。

議案第３号は、美浜町介護保険条例の一部を改正する条例についてでございます。

今回の改正は、介護保険法の改正に伴う当町の第８期介護保険事業計画の見直しによる

改正と、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、同法の規定を引用して、

新型コロナウイルス感染症の定義を行う条例の一部を改正するものでございます。

議案第４号は、令和２年度美浜町一般会計補正予算（第１２号）についてでございます。

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ５億４９，６１４千円を追加し、

補正後の総額を６２億８８，８４２千円とするものでございます。

補正の内容でございますが、入札差額や実績見込み、新型コロナウイルス感染症の影響に

より事業が中止となったことによる減額が大半でございまして、これらの不用額とまだ予算

化していない普通交付税や前年度繰越金など、合わせて財政調整基金へ６億３０，０００

千円を積立てすることが主なものでございます。

なお、第２表繰越明許費１０件、第３表地方債補正の追加もございます。

まず、歳入についてでございますが、主なものとして地方消費税交付金は２０，０００
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千円の追加でございます。

地方交付税、普通交付税は３億９４，５２５千円の追加でございます。

国庫支出金、国庫負担金、衛生費国庫負担金１９，５８３千円の追加は、新型コロナウ

イルスワクチン接種対策費国庫負担金で、補助率は１００％でございます。

国庫補助金、衛生費国庫補助金、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助

金４，４９０千円の追加は、１００％補助でございます。

繰越金、前年度繰越金は１億５０，０００千円の追加でございます。

町債、減収補てん債は６，９００千円の追加でございます。

次に、歳出について申し上げます。大半が実績による減額でございます。

主なものとして、総務費、総務管理費、財政調整基金費６億３０，０００千円の追加は、

不用額とまだ予算化していない前年度繰越金、普通交付税などの財源を積立てするもので

ございます。

民生費、社会福祉費、社会福祉施設費１，２８４千円の追加は、御坊日高老人福祉施設

事務組合への負担金の追加で、会計年度任用職員制度による人件費の増加によるものでご

ざいます。

心身障害者福祉費２，０００千円の追加、心身障害者医療費２，２００千円の追加は、

実績見込みによるものでございます。

衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費は、超過勤務手当５００千円、ひだか病院負担金

は６，９０８千円の追加でございます。

予防費１８，０１７千円の追加は、報償費１，５３０千円、需用費５００千円、役務費

６７５千円、委託料の電算処理委託料２９７千円、使用料及び賃借料７９２千円、備品購

入費５００千円の追加は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業によるもの、委

託料は、新型コロナウイルス予防接種委託料１９，５８３千円の追加でございます。

土木費、道路橋梁費、道路新設改良費、社会資本整備総合交付金事業４，０００千円の

追加は、寺田橋架け替え事業でございます。

消防費、災害対策費、委託料の上田井地区津波避難施設実施設計業務４２，０６２千円

の減額は、南側避難施設において当初計画していた盛土方式からタワー方式への計画変更

によるもの、遺跡発掘調査等支援業務１，６００千円の追加と、工事請負費の上田井地区

津波避難施設整備工事７３，２７２千円の追加は、全額繰越しいたします。

公有財産購入費、上田井地区津波避難施設用地購入費４６，５６７千円の減額は、当初

予定していました用地購入面積から縮小となったことによる減額でございます。

議案第５号は、令和２年度美浜町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）についてで

ございます。

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ４４千円を追加し、補正後の歳

入歳出予算の総額をそれぞれ１０億２５，２５５千円とするものでございます。過年度分

特定健康診査等負担金償還金の追加によるものでございます。
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議案第６号は、令和２年度美浜町介護保険特別会計補正予算（第４号）についてでござ

います。

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ４，８５３千円を追加し、補正

後の歳入歳出予算の総額を８億３２，２１７千円とさせていただくものでございます。実

績見込みによる保険給付費の追加と地域支援事業費の減額や、介護給付費準備基金への積

立てによるものでございます。

議案第７号は、令和２年度美浜町水道事業会計補正予算（第４号）についてでございま

す。

今回の補正は、収益的収入及び支出の補正をお願いするもので、営業外収益３７８千円

の減額、営業費用３７８千円の減額、営業外費用２，２５０千円の追加でございます。

営業外収益と営業費用の減額は、県営水利施設等保全高度化事業負担金の確定によるも

の、営業外費用の追加は、消費税及び地方消費税によるものでございます。

議案第８号は、令和３年度美浜町一般会計予算についてでございます。

細部説明の際に詳細についてご説明させていただきますので、ここでは概要のみといた

します。

令和３年度歳入歳出予算の総額は、それぞれ３７億１６，４４５千円で、前年度の当初

予算と比較いたしますと１億７６，９２５千円の減額、率にして４．５％の減でございま

す。

なお、第２表債務負担行為で２１件、第３表地方債では、今年度実施の事業のうち起債

を充当するものについて、借入限度額などを定めるものでございます。

それでは、歳入からご説明申し上げます。

町税の合計は５億８０，３２０千円で、対前年度比では１１，５９１千円の減額、率に

して２．０％の減で、予算全体に占める割合は１５．６％でございます。

地方譲与税の合計は１７，７１８千円で、歳入予算全体に占める割合は０．５％でござ

います。

利子割交付金は５００千円でございます。

配当割交付金は３，０００千円で、前年度と同額でございます。

株式等譲渡所得割交付金は２，０００千円を計上してございます。

法人事業税交付金は２，０００千円でございます。

地方消費税交付金は１億３０，０００千円で、対前年度比では１０，０００千円の増額

でございます。歳入予算全体に占める割合は３．５％でございます。

環境性能割交付金は１，０００千円でございます。

地方特例交付金は３，０００千円でございます。

地方交付税は１４億７３，５６４千円で、対前年度比２０，６６５千円の減額、率にし

て１．４％の減でございます。地方財政計画等を勘案し計上してございます。地方交付税

の歳入予算全体に占める割合は３９．６％でございます。
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交通安全対策特別交付金は６００千円で、前年度と同額でございます。

分担金及び負担金の合計は５９，００４千円で、対前年度比で１，６１９千円の増額で

ございます。

使用料及び手数料の合計は４２，１７３千円で、対前年度比では１９６千円の増額でご

ざいます。

国庫支出金の合計は３億８４，３９３千円で、対前年度比では２９，０９８千円の増額、

歳入予算全体に占める割合は１０．３％でございます。

県支出金の合計は２億３４，５１４千円で、対前年度比では７，１１２千円の減額、歳

入予算全体に占める割合は６．３％でございます。

財産収入の合計は２，８１９千円で、対前年度比は２０千円の減額でございます。

寄附金、一般寄附金３億円は、ふるさと納税寄附金で２億円の増額を見込んでございま

す。歳入予算全体に占める割合は８．１％でございます。

繰入金の合計は１億８０，４２５千円で、対前年度比では３９，７９７千円の減額でご

ざいます。歳入予算全体に占める割合は４．９％でございます。

繰越金７０，０００千円は、前年度と同額を計上してございます。

諸収入の合計は１１，５１５千円、対前年度比では２，９０５千円の減額でございます。

町債の合計は２億１７，９００千円、対前年度比では３億３５，４００千円の減額でご

ざいます。歳入予算全体に占める割合は５．９％でございます。

以上が、歳入についてでございます。

次に、歳出についてご説明申し上げます。

議会費は７０，０１５千円で、対前年度比では８３９千円の増額でございます。議会費

の歳出予算全体に占める割合は１．９％でございます。

総務費、一般管理費は４億１７，５５８千円、対前年度比では１億４３，７５１千円の

増額でございます。主な要因は、ふるさと納税返礼品の増によるものでございます。

文書広報費は５，５５１千円で、対前年度比では４５７千円の増額でございます。

財産管理費は１１，５４４千円で、対前年度比では１億７１，７７４千円の減額でござ

います。主な要因は、新浜集会場新築工事の皆減によるものでございます。

企画費は３６７千円で、対前年度比では６，５９５千円の減額でございます。要因は、

長期総合計画策定業務委託の皆減によるものでございます。

青少年対策費は４，４１９千円で、広域青少年補導センター等の負担金などでございま

す。

公害対策費は１，１６５千円で、西川、和田川の水質分析や地球温暖化対策実行計画点

検・評価業務を計上してございます。

交通安全対策費は２，４７４千円で、交通指導員の報酬、カーブミラーの設置、修繕な

どの経費を計上してございます。

電子計算費は６０，４８４千円で、対前年度比では５５４千円の減額でございます。
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地籍調査事業費は１，５４９千円、対前年度比では３００千円の増額でございます。平

成９年度から実施してきました地籍調査は、昨年度に全て完了いたしました。

諸費は２１，５９５千円で、主な負担金は、御坊広域行政事務組合、各地区への活動助

成、コミュニティ助成等でございます。

財政調整基金費、高齢者福祉基金費、減債基金費は、それぞれ利子積立金でございます。

地方創生事業費１０，３１３千円、対前年度比では４，９９０千円の減額でございます。

主な要因は、地域おこし協力隊の人件費の皆減によるものでございます。委託料では、指

定管理料として、ゲストハウス、カナダミュージアム及びレストラン管理業務、産品コー

ナー及び多目的室管理業務を計上してございます。

新型コロナウイルス感染症対策費は７５，１３５千円でございます。感染拡大の影響を

受けている地域経済や住民生活を支援するため、第２弾のみはま応援商品券事業を実施す

るものでございます。令和３年４月１日現在、住民基本台帳に記録されている者に対して、

１人当たり１０千円の商品券を発行するものでございます。

総務費、総務管理費の合計は６億１４，３４６千円、対前年度比では３３，８７９千円

の増額でございます。

次に、徴税費、税務総務費は４２，１０２千円で、対前年度比は６，２７１千円の増額

でございます。

賦課徴収費は５，８２１千円で、対前年度比では４５９千円の減額でございます。

徴税費の合計は４７，９２３千円、対前年度比は５，８１２千円の増額でございます。

戸籍住民基本台帳費は２４，３９９千円で、対前年度比では５１９千円の減額でござい

ます。

次に、選挙費でございますが、今年度は衆議院議員選挙に係る経費を計上してございま

す。選挙費の合計は６，８３４千円、対前年度比は６，５０９千円の増額でございます。

統計調査費は５６２千円でございます。昨年度は国勢調査を実施いたしましたので、予

算は大幅な減額となってございます。

監査委員費５７６千円は、前年度と同額でございます。

以上、総務費の総額は６億９４，６４０千円、対前年度比は４２，２３４千円の増額、

６．５％の増でございます。歳出予算の全体に占める割合は１８．７％でございます。

次に、民生費、社会福祉費、社会福祉総務費は１億２２，６６８千円、対前年度比は１

千円の増額でございます。

国民年金費は７，９２３千円でございます。

老人福祉費は３億５６，８７６千円で、対前年度比は２９，０９９千円の増額でござい

ます。養護老人ホームの措置費、光荘の解体費用、介護保険や後期高齢者医療特別会計へ

の繰出金などを計上してございます。高齢者外出支援につきましては、対象者を拡充し、

７５歳以上のみで構成される世帯、７０歳以上で自動車運転免許証を自主返納した方とい

たします。
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社会福祉施設費は６，７６４千円で、対前年度比は６，５８０千円の増額でございます。

心身障害者福祉費は２億５，０８０千円で、対前年度比は８，４３９千円の増額でござ

います。主なものは、委託料では、相談支援事業、移動支援事業、新規事業として地域生

活支援拠点事業を計上してございます。扶助費では、障害介護給付費、障害児給付費など

でございます。

福祉センター管理費は３，４４５千円で、福祉センターの管理に要する経費を計上して

ございます。

心身障害者医療費は２７，１８５千円で、対前年度比は２，７２０千円の増額でござい

ます。

老人保健費８３千円は、前年度と同額でございます。

地域包括支援センター運営費は３１，８７０千円で、対前年度比では４，７９８千円の

減額でございます。

社会福祉費の合計は７億６１，８９４千円、対前年度比は４１，７０８千円の増額でご

ざいます。

児童福祉費、児童福祉総務費は８１，５０８千円でございます。主なものは、子育て応

援給付金、赤ちゃん誕生祝金、児童手当の支給に関するものでございます。

児童福祉施設費は８８，１７２千円で、対前年度比では２０，４４６千円の減額でござ

います。委託料で、放課後児童健全育成事業委託金、負担金補助及び交付金では、広域入

所負担金、認可保育所負担金などを計上してございます。

児童措置費３９，７１６千円は、子ども医療費、乳幼児医療費、ひとり親家庭医療費に

要する経費でございます。

児童福祉費の総額は２億９，３９６千円でございます。対前年度比は２９，５５１千円

の減額でございます。

民生費の総額は９億７１，２９０千円で、対前年度比では１２，１５７千円の増額、

１．３％の増でございます。歳出予算全体に占める割合は２６．１％でございます。

次に、衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費は１億７８，１６５千円、対前年度比は

６００千円の減額でございます。ひだか病院への負担金１億２０，２３８千円を計上して

ございます。

予防費は５０，８０８千円、対前年度比は１，４５２千円の増額でございます。各種検

診や予防接種に係る経費を計上してございます。

なお、高齢者のインフルエンザ予防接種の自己負担については、１，５００円から１千

円に引下げを行います。

環境衛生費は１２，９７６千円で、対前年度比は６５９千円の増額でございます。主な

ものは、火葬炉設備工事、斎場便所の改修工事などを計上してございます。

墓地基金費は２９９千円で、墓地基金への積立てでございます。

墓地管理費は２，０９０千円で、墓地管理に要する経費を計上してございます。
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保健衛生費の総額は２億４４，３３８千円で、対前年度比は１，５１７千円の増額でご

ざいます。

次に、清掃費について申し上げます。

塵芥処理費は１億５２，５９５千円、対前年度比は２３，７３５千円の増額でございま

す。ごみ焼却施設の改良工事に伴う清掃センター負担金の増額が要因でございます。

し尿処理費は２７，３８２千円で、クリーンセンター負担金、浄化槽設置整備事業など

でございます。

清掃費の総額は１億７９，９７７千円でございます。対前年度比は２７，０００千円の

増額でございます。

衛生費の合計は４億２４，３１５千円、対前年度比は２８，５１７千円の増額、歳出予

算全体に占める割合は１１．４％でございます。

次に、農林水産業費、農業費、農業委員会費は８，２９０千円、対前年度比は４３４千

円の増額でございます。

農業総務費は３３，２５９千円で、対前年度比は１４，０５１千円の増額でございます。

農業振興費は１８，２８９千円で、対前年度比は１０，４８４千円の増額でございます。

主な要因は、次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金の増によるものでございます。

農地費は７５，６６６千円、対前年度比は１，８８６千円の増額でございます。委託料

で、防災重点農業用ため池緊急整備事業、工事請負費では、町単独工事、農地耕作条件改

善事業などを計上してございます。

農業費の合計は１億３５，５０４千円、対前年度比は２６，８５５千円の増額でござい

ます。

林業費、林業総務費は５０，２９０千円、対前年度比は６３７千円の増額でございます。

次に、水産業費について申し上げます。水産業振興費は４，１９６千円、対前年度比は

１９，４１７千円の減額でございます。要因は、防衛施設周辺整備助成事業計画調査業務

の皆減などでございます。

漁港管理費は１，２１５千円で、漁港管理に要する経費でございます。

漁港建設費は４，５４５千円で、対前年度比３，７００千円の減額でございます。工事

請負費では、町単独工事は、浜ノ瀬係留施設コンクリートかさ上げ工事、三尾漁港海岸漂

着物等地域対策推進事業は、三尾漁港海岸漂着物処理工事でございます。

美浜町水産業振興基金費８２千円は、利子の積立金でございます。

水産業費の総額は１０，０３８千円で、対前年度比では２２，６２２千円の減額でござ

います。

農林水産業費の総額は１億９５，８３２千円、対前年度比は４，８７０千円の増額でご

ざいます。歳出予算全体に占める割合は５．３％でございます。

次に、商工費についてご説明申し上げます。

商工費は１４，１６２千円で、対前年度比では７，０３８千円の増額でございます。町
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商工会への補助金のほか、商工会館屋上防水・外壁改修事業補助金などを計上してござい

ます。

観光費は６，７９９千円で、対前年度比では１，１５７千円の増額でございます。

商工費の合計は２０，９６１千円、対前年度比は８，１９５千円の増額でございます。

歳出予算全体に占める割合は０．６％でございます。

次に、土木費、土木管理費、土木総務費は３１，６０３千円で、対前年度比では４，６９０

千円の増額でございます。

道路橋梁費、道路橋梁総務費は３，５８１千円で、防犯灯に要する経費でございます。

道路維持費は１４，４２５千円、対前年度比は１，５９０千円の増額でございます。工

事請負費では、町単独工事として、道路の修繕工事を計上してございます。

道路新設改良費は９４，５６８千円、対前年度比では１７，４０９千円の減額でござい

ます。委託料の社会資本整備総合交付金事業は、寺田橋の架け替え、道路交通安全対策事

業は、橋梁定期点検費でございます。工事請負費では、町単独工事を計上してございます。

道路橋梁費の合計は１億１２，５７４千円でございます。対前年度比は１５，９０４千

円の減額でございます。

河川海岸費、河川海岸保全費は１，３２５千円、対前年度比では８千円の増額でござい

ます。

砂防費８２７千円は、県営事業の小規模土砂災害対策事業等でございます。

河川海岸費の合計は２，１５２千円でございます。

港湾費、港湾管理費は９０千円を計上してございます。

都市計画費、都市計画総務費２２２千円は、対前年度比では２，２７０千円の減額でご

ざいます。要因は、都市計画道路見直し業務の皆減によるものでございます。

下水道費は８７，７１２千円、公共下水道事業特別会計への繰出金で、対前年度比は

７５６千円の増額でございます。

都市計画費の合計は８７，９３４千円でございます。

次に、住宅費、住宅管理費は１，９１１千円で、大浜団地、和田Ｂ団地、Ｃ団地の維持

管理経費でございます。

住宅基金費２，０３４千円は、住宅基金の利子分のほかに、和田Ｂ団地、Ｃ団地の大規

模修繕に備え、２，０００千円を積立てするものでございます。

住宅費の合計は３，９４５千円でございます。

土木費の合計は２億３８，２９８千円、対前年度比は１２，７１９千円の減額でござい

ます。歳出予算全体に占める割合は６．４％でございます。

次に、消防費、非常備消防費は１０，１００千円で、対前年度比は３３４千円の増額で

ございます。負担金補助及び交付金では、女性消防団員の研修会負担金を計上してござい

ます。

消防施設費４，４４０千円は、主なものは、消火栓ボックス・ホースなどの備品購入費
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でございます。

災害対策費は１億１３，４０５千円で、対前年度比は３億７，８３２千円の減額でござ

います。要因は、防災行政無線デジタル化改修事業の皆減によるものでございます。主な

ものとして、工事請負費で上田井地区津波避難施設整備工事、備品購入費では、災害用備

蓄品、負担金補助及び交付金では、耐震設計・改修工事総合型事業などを計上してござい

ます。

常備消防費は１億１６，１６３千円で、日高広域消防事務組合負担金等でございます。

消防費の合計は２億４４，１０８千円、対前年度比では３億１２，０５０千円の減額で

ございます。歳出予算全体に占める割合は６．６％でございます。

次に、教育費、教育総務費、教育委員会費は１，５６８千円、教育委員等の報酬、その

ほか教育委員会運営に要する経費を計上してございます。

事務局費は４６，８１８千円、対前年度比は２４０千円の増額でございます。

教育諸費は２，８２８千円で、各種協議会等への負担金等を計上してございます。

外国青年招致事業費は５，０６６千円で、英語指導助手に要する経費を計上してござい

ます。

教育費、教育総務費の合計は５６，２８０千円でございます。対前年度比は５６８千円

の増額でございます。

小学校費、学校管理費は６０，３０７千円、対前年度比は１８，０６８千円の減額でご

ざいます。主な要因は、和田小学校屋内運動場屋根改修工事の皆減によるものでございま

す。

教育振興費は３，４５３千円で、対前年度比では２，０６５千円の減額でございます。

小学校費の合計は６３，７６０千円で、対前年度比は２０，１３３千円の減額でござい

ます。

中学校費、学校管理費は３５，０７９千円、対前年度比は２０６千円の増額でございま

す。

教育振興費３，８１８千円は、対前年度比では５８５千円の増額でございます。備品購

入費の増によるものでございます。

中学校費の合計は３８，８９７千円で、対前年度比は７９１千円の増額でございます。

幼稚園費２，５５５千円は、幼児教育の無償化に伴い、私立幼稚園負担金、未移行幼稚

園利用費負担金を計上してございます。

こども園費、ひまわりこども園費は１億９６，２７１千円で、対前年度比では８，８９６

千円の増額でございます。ひまわりこども園の管理運営に要する経費を計上してございま

す。

社会教育費、社会教育総務費は２０，３８１千円で、対前年度比は１，６２９千円の減

額でございます。成人式や人権講演会に要する経費等を計上してございます。

公民館費は１８，７９９千円、対前年度比は４，３９７千円の増額でございます。工事
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請負費では、中央公民館スロープ新設工事、そのほか公民館の維持管理に要する経費を計

上してございます。

文化振興費は１，１９２千円で、文化振興事業等に要する経費を計上してございます。

負担金補助及び交付金の国民文化祭実行委員会は、今年度、和歌山県におきまして紀の国

わかやま文化祭２０２１が開催されます。当町からは、煙樹ヶ浜においてプロジェクショ

ンマッピングを実施する予定でございまして、その費用を補助するものでございます。

図書館費は１１，８４２千円で、対前年度比では１，８５５千円の減額でございます。

図書館の管理運営に要する経費を計上してございます。

社会教育費の合計は５２，２１４千円で、対前年度比は１，２５９千円の増額でござい

ます。

保健体育費、保健体育総務費は１，８１７千円でございます。

体育施設費は６５，４３９千円、対前年度比は６０，６０５千円の増額でございます。

主な要因は、工事請負費の柔剣道場解体撤去工事、体育センター天井改修工事によるもの

でございます。

学校給食施設費は５３，１７９千円、対前年度比では８４千円の減額でございます。学

校給食運営に要する経費を計上してございます。

保健体育費の合計は１億２０，４３５千円、対前年度比は６０，５１４千円の増額でご

ざいます。

教育費の合計は５億３０，４１２千円、対前年度比では５１，２０７千円の増額で、歳

出予算全体に占める割合は１４．３％でございます。

公債費、元金償還金は３億５，６９６千円で、対前年度比では２，２８８千円の増額で

ございます。

利子償還金は１５，８７８千円で、対前年度比では２，４６３千円の減額でございます。

公債費の合計は３億２１，５７４千円で、対前年度比では１７５千円の減額でございま

す。歳出予算全体に占める割合は８．６％でございます。

予備費については５，０００千円、前年度と同額を計上してございます。予備費の歳出

予算全体に占める割合は０．１％でございます。

以上が、令和３年度美浜町一般会計予算についての概要でございます。

議案第９号は、令和３年度美浜町国民健康保険特別会計予算についてでございます。

美浜町国民健康保険特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ９億９４，３７１千円で、

前年度当初予算と比較いたしますと３０，５６３千円の増額、率にして３．１７％の増で

ございます。人口減少と国保から後期高齢者医療への移行により、被保険者数は減少して

いるものの、保険給付費が増加したことが主な要因でございます。また、保険税率の上昇

を抑制するため、基金から２０，０００千円を繰り入れてございます。

議案第１０号は、令和３年度美浜町農業集落排水事業特別会計予算についてでございま

す。
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美浜町農業集落排水事業特別会計の総額は、歳入歳出それぞれ７９，７８５千円でござ

います。対前年度比では７，９５９千円の増額、１１．０８％の増加となってございます。

今年度は、公営企業会計適用に向けた取組の最終年度となることから、遅れが出ないよう

計画的に業務を進めてまいります。

議案第１１号は、令和３年度美浜町公共下水道事業特別会計予算についてでございます。

美浜町公共下水道事業特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億３９，１６２千円

でございます。対前年度比では６，９２７千円の増額、５．２４％の増加となってござい

ます。今年度は、公営企業会計適用に向けた取組の最終年度となることから、遅れが出な

いよう計画的に業務を進めてまいります。

議案第１２号は、令和３年度美浜町介護保険特別会計予算についてでございます。

美浜町介護保険特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ８億３７，９７１千円で、前

年度と比較いたしまして１７，０２８千円、率にして２．０７％の増額となってございま

す。今年度は、第８期介護保険事業計画の初年度であり、介護保険料の基準月額は、前期

と同額の５，８８０円となってございます。

議案第１３号は、令和３年度美浜町後期高齢者医療特別会計予算についてでございます。

美浜町後期高齢者医療特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億３７，００５千円

で、前年度当初予算と比較いたしますと４，２４２千円の増額、率にして１．８２％の増

でございます。広域連合へ納める納付金が増加したことが主な要因でございます。

議案第１４号は、令和３年度美浜町水道事業会計予算についてでございます。

業務の予定量は、給水戸数３，７４０戸、年間総給水量８１万４，０００㎥を見込みま

して、１日平均給水量は２，２３０㎥を予定してございます。

収益的収支については、水道事業収益１億３０，６８０千円、対前年度比０．６２％の

減少でございます。

水道事業費用は１億２３，９９５千円、対前年度比２．４９％の増加でございます。

資本的収支については、資本的収入１，８１５千円、資本的支出は５９，６０４千円を

予定してございます。

議案第１５号は、美浜町カナダミュージアムの指定管理者の指定についてでございます。

美浜町カナダミュージアムの指定管理者につきまして、引き続き、特定非営利活動法人

日ノ岬・アメリカ村を指定いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議

会の議決をお願いするものでございます。

議案第１６号は、美浜町アメリカ村ゲストハウスの指定管理者の指定についてでござい

ます。

美浜町アメリカ村ゲストハウスの指定管理者につきまして、引き続き、特定非営利活動

法人日ノ岬・アメリカ村を指定いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定によ

り議会の議決をお願いするものでございます。

議案第１７号は、美浜町アメリカ村レストランの指定管理者の指定についてでございま
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す。

美浜町アメリカ村レストランの指定管理者につきまして、引き続き、特定非営利活動法

人日ノ岬・アメリカ村を指定いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により

議会の議決をお願いするものでございます。

議案第１８号は、美浜町産品コーナーの指定管理者の指定についてでございます。

美浜町産品コーナーの指定管理者につきまして、引き続き、一般社団法人煙樹の杜を指

定いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決をお願いするも

のでございます。

議案第１９号は、美浜町多目的室の指定管理者の指定についてでございます。

美浜町多目的室の指定管理者につきまして、引き続き、一般社団法人煙樹の杜を指定い

たしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決をお願いするもので

ございます。

諮問第１号は、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでございます。

現在、人権擁護委員としてご活躍いただいておりますお２人の任期が、６月３０日まで

となっております。

次期委員につきましては、引き続き委員をお引受けいただきました美浜町大字和田

１１３８番地の２７６、田中紀子氏、新たな委員としまして、小中学校、高等学校の学校

事務職員を歴任されました美浜町大字吉原１０９０番地１０、三原佳子氏のお２人を人権

擁護委員として推薦したく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求め

るものでございます。

以上、本定例会に提案いたしました議案１９件、諮問１件について、一括して提案理由

を申し上げました。

何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（谷重幸君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日はこれで散会します。

午前十時四十七分散会

再開は、１５日月曜日午前９時です。

この後、各常任委員会を開きます。

お疲れさまでした。


